
(総則)

令和４年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号）は、次に定めるところによる。

(債務負担行為の補正)

予算第１０条を第１１条とし、第５条から第９条までを１条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の１条を加える。

(債務負担行為)

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

議案第９０号

令和４年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号）

第１条

第２条

第５条 （単位：千円）

事　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

院内日常清掃業務委託 令和８年度まで ２８,０００

給食サービス提供業務委託 令和７年度まで １２５,０００

令和４年６月７日提出

飛 騨 市 長　　　都　竹　　淳　也
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債務負担行為に関する調書

10,800 R3 寝具類賃貸借業務委託

事　　　　項

9,056

217,817217,817

9,056

38,600

6,010

－260,100 42,283

1,744

市民病院　合計

 防炎カーテン賃借

 院内日常清掃業務委託 28,000 - - R4～R8

 白衣等賃貸借業務委託 R2～R3 4,149 R4～R5

（単位：千円）

限度額

左の財源内訳
令和4年度以降の

支出予定額

期間 金額

（年度）(年度)

負担金及び
補助金

R4～R8R1～R3 2,990

R4～R7

6,010

38,600

9,000

－

備考

15,300 11,151 11,151

医業収益金額

R1～R3 R4～R1133,400

28,000 28,000

令和3年度末までの
支出（見込）額

期間 企業債

 給食サービス提供業務委託 125,000 - - R4～R7 125,000 125,000

 研修医住宅賃借 72,000

- 2 -


